
津市公告第６５号 

 津市公共施設照明設備ＬＥＤ化簡易型ＥＳＣＯ事業について、別紙のとおり

公募型プロポーザルを実施するので、公告します。 

  令和８年５月１５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

１ 事業概要 

 ⑴ 事業名 

   津市公共施設照明設備ＬＥＤ化簡易型ＥＳＣＯ事業（Ａグループ） 

   津市公共施設照明設備ＬＥＤ化簡易型ＥＳＣＯ事業（Ｂグループ） 

   津市公共施設照明設備ＬＥＤ化簡易型ＥＳＣＯ事業（Ｃグループ） 

⑵ 履行期間 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

⑶ 提案上限額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

 

 

 

 

   

２ 参加資格条件 

  本プロポーザルに参加できる者は、以下の参加資格条件の全てを満たす事

業者とする。 

 ⑴ 参加事業者 

  ア 単独事業者又は複数の事業者によって構成されたコンソーシアムとす

る。 

  イ コンソーシアムで参加する場合、応募時に構成する事業者の中から代

表事業者を定め、その代表事業者が本プロポーザルに係る申込み及び事

業に必要な諸手続きを行うこと。 

  ウ 本事業の同一グループにおいて、コンソーシアムの構成員となった事

業者は、単独で応募することができない。また、他の応募しているコン

ソーシアムの構成員となることもできない。 

  エ 参加申込書受付期間終了後、コンソーシアムの構成員の変更及び追加

は原則として認めない。 

 ⑵ 参加事業者及び各構成員の役割 

  ア 参加事業者は、下記の役割を全て担うよう構成員を配置し、各構成員

はその役割を統括する。なお、単独事業者の場合は、下記の役割を単独

で全て担うこと。 

(ｱ) 事業役割 

Ａグループ   ９３，４１２，０００円 

Ｂグループ   ９０，６１８，０００円 

Ｃグループ   ９６，６８５，０００円 



本市との窓口となり、協議及び契約等諸手続きを行い、本事業遂行 

の全ての責を負う。また、契約内容に関する代表権を持つ。 

(ｲ) 施工役割 

     施工に関する業務を実施する。  

(ｳ)  その他の役割 

     (ｱ)及び(ｲ)以外の調査、機器調達等に関する業務を実施する。 

  イ 一の構成員が複数の役割を担うことができる。 

  ウ 事業役割は、代表事業者となる構成員１者のみで担うこと。施工役割 

及びその他の役割は、１者又は２者以上の複数の構成員で担うことがで 

きる。 

 ⑶ 参加資格要件 

参加事業者（コンソーシアムで参加する場合、全ての構成員とする。）

は、下記の要件を全て満たすこと。ただし、下記キの実績要件についての

み、コンソーシアムの場合は、構成員のうち１事業者以上が要件を満たし

ていれば可とする。 

ア 津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合に

あっては、以下の書類を提出し確認を受けること。  

なお、名簿に登載されている場合であっても、以下の書類のうち法人

にあっては(ｵ)及び(ｷ)、個人にあっては(ｶ)及び(ｸ)を提出し確認を受け

ていること。  

(ｱ)  法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）  

(ｲ) 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登 

記簿謄本）  

(ｳ) 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されて 

いないことの証明書  

(ｴ) 印鑑（登録）証明書 

(ｵ) 法人にあっては、本社及び委任先となる営業所等の所在地における 

市区町村税について、申請日において未納の徴収金がないことを証明 

する書類  

(ｶ) 個人にあっては、事業所等の所在地における市区町村税について、 

申請日において未納の徴収金がないことを証明する書類 

(ｷ) 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある



未納税額のない証明書  

(ｸ) 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある 

未納税額のない証明書  

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定

する一般競争入札の参加者の資格を有していること。  

ウ 本公告から契約締結までの間において、津市建設工事等指名停止基準

（平成２１年４月８日施行）による指名停止措置を受けていないこと。  

エ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。  

(ｱ)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３ 

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

(ｲ)  暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同 

じ。） 

(ｳ)  暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者  

(ｴ)  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損 

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者  

(ｵ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する 

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与 

している者  

(ｶ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

(ｷ)  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している 

者 

オ 手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな 

いこと。  

カ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始

の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の

申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に

基づく更生手続き開始の申立てがなされた者であっても再生計画又は更



生計画が認可された者を除く。  

キ 官公庁等で発注されたもので、過去１５年間（平成２３年度以降）に

完了した公共施設等における以下の(ｱ)又は(ｲ)の照明器具のＬＥＤ化に

係る元請実績を有する者。（コンソーシアム（代表事業者に限る。）の

場合も含めることとし、共同企業体による工事の場合は、出資比率が２

０％以上とする。また、複数年契約の場合、施工（照明器具交換）の全

部又は一部において、発注した官公庁等から完了検査を受けたものを含

む。） 

(ｱ)  ＥＳＣＯ方式（ＥＳＣＯ事業者の経費を光熱費の削減分で賄う方 

式）で発注されたもの 

(ｲ)  大規模な照明設備ＬＥＤ化を行う工事、修繕、リース等（１契約に 

おいて２００台以上の照明器具のＬＥＤ化を行うものに限る。） 

    ※官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で 

定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録され

た公益民間企業（交通（鉄道、空港）、資源エネルギー（電気、ガ

ス、石油）、通信会社等）とする。 

 

３ 本プロポーザルの日程 

  本プロポーザルは、以下の日程で行う。 

公告 令和８年５月１５日（金） 

実施要領等の配布 令和８年５月１５日（金）から 

    ６月１２日（金）正午まで 

質問書の受付 令和８年５月１５日（金）から 

    ６月 ４日（木）正午まで 

質問の回答期限 令和８年６月 ８日（月）まで 

参加申込書提出期限 令和８年６月１２日（金）正午まで 

企画提案書提出期限 令和８年６月２４日（水）正午まで 

企画提案書審査 令和８年６月２９日（月）予定 

審査結果通知 令和８年６月３０日（火）以降速やかに 

 

４ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、津市ホームページ内の本プロポーザル記事内からダウン

ロードをすること。 



５ 契約の相手方の最優先候補者の選定について 

  津市公共施設照明設備ＬＥＤ化簡易型ＥＳＣＯ事業プロポーザル方式審査

委員会において、企画提案書を公正かつ客観的に評価し、最も優れた企画提

案を行った者を契約の相手方となる最優先候補者（以下「最優先候補者」と

いう。）として選定する。 

 

６ 契約の締結について 

  審査の結果、最優先候補者として選定された提案者と、提案された内容を

踏まえた上で契約に関する協議を行い、仕様内容に基づいた見積を徴取し、

契約の締結を行う。 

  なお、最優先候補者との協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い

評価を得た提案者と契約に向けての協議を行うこととする。 

 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市公共施設照明設備ＬＥＤ化簡易型

ＥＳＣＯ事業に係る公募型プロポーザル実施要領」による。 

 

 

 

 

 

                  【問合せ先】 

                   津市政策財務部財産管理課 

                   電話  ０５９－２２９－３１２５ 

                   ＦＡＸ ０５９－２２９－３４４４ 

                   メール 229-3125@city.tsu.lg.jp 


